
 

奈良地方最低賃金審議会  

奈良県最低賃金専門部会  

第３回  議事要旨  

 

開 催 日 時         
令和６年８月１日（木曜日）  

午後２時３５分  ～午後３時５３分  

出 席 状 況         

 公 益 を 代 表 す る 委 員           出席  ２名 定数   3名 

 労働者を代表する委員           出席  3名 定数   3名 

 使用者を代表する委員  出席  3名 定数   3名 

主 要 議 題         １ 奈良県最低賃金の審議（金額審議）について 

 議 事 要 旨          

公益委員と労働者委員、公益委員と使用者委員の個別協議が行われた。 

労 働 者 側 委 員 か らは 、 「 頻 繁 に 購 入す る 品 目 の 物 価 上昇 率 」 は 全 国

と 比 較 し 奈良 市 は高 く 、 中 央最 低 賃金 審 議 会 で議 論 され た 意 味 のあ る

デ ー タ と 考え て いる 、 使 用 者側 は 鉱工 業 指 数 をも と に経 済 状 況 がよ く

な い と 主 張す る が、 県 内 で パー ト 比率 が 高 い 業種 は 「宿 泊 ・ 飲 食業 」

「 卸 売 ・ 小売 業 」で あ り 、 イン バ ウン ド の 増 加も あ って 活 況 で ある 、

人 手 不 足 解消 の 観点 か ら も 隣県 と の額 差 縮 小 は必 要 であ り 、 大 阪と の

額 差 を １ ０年 で 埋め て い く ため の 目安 上 乗 せ の改 定 が必 要 、 と の主 張

があった。  

使 用 者 側 委 員 か らは 、 目 安 小 委 員 会の 引 上 げ 幅 は ５ ％で 現 在 の 奈 良

県 最 低 賃 金の ５ ％は ４ ６ ． ８円 で ある こ と か ら目 安 マイ ナ ス が 妥当 、

奈 良 県 内 の製 造 業は 中 小 企 業が 多 いた め 価 格 転嫁 が 進ん で お ら ず 大 企

業 と の 交 渉力 に 差が あ る 、 賃上 げ でき て い な い企 業 が４ ０ ％ に 達し て

い る こ と にも 注 目す べ き で ある 、 労働 者 側 の 引上 げ にか か る 主 張に は

驚くばかりでその根拠を求めたい、といった主張があった。  

● 労 使 の 主張 の 隔た り は 大 きく 、 引続 き 第 ４ 回専 門 部会 （ ８ 月 ２日 ）

で審議することとなった。  

 


